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平成 23 年３月 31 日（木曜日）号外第 11 号 

公安委員会事項 

◎ 佐賀県道路交通法施行細則の一部を改正する規則（規則・４） 

○ 財団法人佐賀県暴力追放運動推進センターの名称及び暴力追放事業を行う

事務所の名称の変更（告示・１） 

労働委員会事項 

◎ 佐賀県労働委員会あつせん員の報酬並びに費用弁償の額に関する規程の一

部改正（告示・１） 

 


